
｝ノベラルパラドクスとしての脳死問題
一社会的選択理論による合意の形式的不可能性への再構成一

小 林 盾
脳死問題が現在対立している原因は、何か。以下では、脳死問題を社会的選択と捉えて社会的選択理論を

援用すると、合意の不可能性の形式であるリベラルパラドクスとして再構成できるからである、ということ
を示していきたい。

(1)まず§ｌで、脳死問題における対立の原因は何かを確定していくことを、本稿での問題とする。
(2)§２で、研究対象である脳死問題とはどのような社会現象であったのかを確認し、また§３で、我々が
援用する理論である社会的選択理論の枠組みと諸概念を参照していく。
(3)§４で、脳死問題を社会的選択理論の諸概念へと対応させて、リベラルな選択方式における社会的決定
としてフォーマライズしていきたい。

(4)以上を踏まえて、§５で、現時点の脳死問題においては、リベラルパラドクスとして再構成できること
が対立の原因の一つとなっていることを結論として示す。ここから、早急な合意には慎重であるべきことを
提案したい。

(5)最後に§６で、以上の推論を踏まえて、合意の可能性を検討すべきという今後への課題を提示する。
本稿は「社会的選択理論」という社会理論によって、「脳死問題」という社会現象を検討したものである。

問題での対立の原因を確定することを本稿での
問題として設定していきたい。以下では、l.l.
とl.2.で我々の研究関心を明らかにしてから、
l.3.とl.4.でその関心に沿った先行研究を検討す
る。これを踏まえて、l.5.で本稿での我々の問
題を設定し、l.6.でその問題に適した方法を検
討していく。

§ｌ
§２
§３
§４
§５
§６

問題：脳死問題の対立の原因は何か
研究対象：脳死問題とは
理論：社会的選択理論とは

考察：脳死問題のフォーマライズ
結論：リベラルパラドクスとしての脳死問題
課題

1.l .混迷する脳死問題
死の定義が、今変わろうとしている。脳の機

能停止という「脳死」を、従来の心停止を主眼
とする「三徴候死」に加えて、人の死として採
用するか否かの社会的選択を巡って、日本での

§１問題：脳死問題の対立の原因は
何か

§１では、我々の研究関心に照らして、脳死
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決定が揺れているからである。例えば、９２年に
内閣の諮問機関であるいわゆる「脳死臨調」が
提出した答申（[臨時脳死及び臓器移植調査会、
1992]，以下［答申］と略称する）が、脳死を
人の死と認めるか否かで、異例の分裂答申とな
ったことは記憶に新しい。また、９４年から国会
で「臓器の移植に関する法律案」（[脳死及び臓
器移植に関する各党協議会、1994]、以下［法
案］と略称する）が審査中でもあり、何らかの
形で脳死問題に関する合意が早急に形成される
ことが期待されていよう。
にも関わらず、答申の多数意見は、「脳死を
もって社会的・法的にも『人の死」とすること
は妥当な見解である」（[答申:I四(2)])と、
脳死を人の死と見倣してこれが法律的に承認さ
れることに積極的である。これに対して、消極
的で慎重な少数意見は、「『脳死」を死とするこ
とにいかなる論理的根拠も見い出し難く、実感
としても納得出来ない」（[答申:IV二])と、
そもそも脳死を死と見倣すことすらにも反対し
ているのである。
こうした対立をより一般化すれば、一方で、

脳死者からの安定した臓器移植を目的として、
脳死者からの臓器移植に法律的な根拠を与える
ことを求めたり（［日本移植学会、1983]な
ど）；人格保護を目的として、精神活動を司る
大脳の機能停止をもって人の死とすることを求
めたり([Green;Wikler,1980]) ;余り前面
には出ないが、医療資源の適正配分を目的とし
て、高額医療となる脳死者への集中治療を抑制
することを求めたり（[衆議院欧米各国の脳死
等医療問題に関する調査議員団報告書、1994]
など)、といった根拠から、脳死を死と見倣し
て法律的承認を成立させることに積極的な人々
がいる。
他方で、人権保護を目的として、末期医療が

軽視されることを危倶したり（[梅原、19901
など）；死を実感できることを最優先させて、
反実感性から反発したり（[中島、l985]な
ど）；死であることの判定が確実であることを
目指して、脳死の医学的な判定基準の不十分さム
を批判したり（[立花、1986]など)、といった
根拠から、脳死を死と見倣すことに‘|真重な立場
の人々がいる。
では、我々は脳死を死として法律的に認める

べきなのか、それともやはり従来通り三徴候死
を以て人の死とすべきなのであろうか。

l .2 .研究関心
ところで、脳死問題とは死の定義を巡るもの

であることから、全ての人に不可避に関わるた
め、脳死問題に関する選択をする際にはカント
の意味での「普遍性」([Kant,1785=1989:W
67]）が要請されている。とすると、脳死問題
をどのように社会的に位置付けるのかは、一意
であることが望ましいはずである。従って、脳
死問題とは、自分の死を個人的に選択する「死
の自己決定」の問題ではなく、そうした自己決
定の選択の幅を社会的に選択する「合意」の問
題であると考えるべきであろう。
そこで、脳死問題が一意に合意されることが

期待されているにも関わらず、法律的承認を焦
点としていまだ深い対立が続いている現状に鑑

:凹死問題におＩ曰のロ骨上 ‘ ､ る唱みて、

とに本稿での研究関訂ある そのための具
体的な方針としては、合意を妨げている原因は
何なのかという脳死問題の「対立の原因」を確
定することを、以下で検討していきたい。

１.3.先行研究
では、こうした我々の関心に照らすと、先行

研究はどこまでの成果と限界を持つのであろう
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例えば、ホ勝島の脳死問題研究は、従来多か
った技術的・感情的要因以外に、制度という社
会的要因を重視した（[勝島、1991])。つまり、
対立している脳死問題から合意へと向かう際の
過程を、合意を支援する制度という基準に着目
しながら日米で比較した。その結果、．・メデ
ィカルスタッフの不足という医療的制度と、情
報開示の不徹底という政策決定制度とにおい
て、日本には制度上の不備があることが指摘さ
れた。

か。この点を確定するために、社会学を中心と
した脳死問題への先行研究を、２つに分類して
検討していくことにしたい。なお、どちらの分
類でも、法律的承認への賛否とは独立である。
第一の分類は、脳死問題を当事者の視点から

検討するものである。例えば、ありうべき死の
普遍的定義を、脳死であるとしたり（[答申］
の多数意見など)、三徴候死であると提示する
([答申］の少数意見など）ものがある。また、
臓器移植の安定的な実現（[太田、1989]など)、
人格保護([Green;Wikler,1980]など)、判
定の確実性（[立花、1986]など)、死の実感性
([中島、1985]など)、末期医療の充実([梅原、
1990]など)、といった様々な目的に、どれだ
け脳死または三徴候死という死の定義が適合し
ているのかを判断して、脳死への態度を導出す
るものもある。
こうした諸研究が、脳死問題を考える上で、
当事者にとって不可欠な諸条件を明らかにして
きたことは一定の成果であろう。しかし、この
当事者視点からの研究は賛否どちらかの立場に
明瞭に立つことが多いため、複数の立場を比較
考量することが疎かになりがちであった。一般
に、合意とは相互の価値を尊重した上で成立す
るものであるから、こうした一方的な断定は、
合意のために不可欠の比較考量が不足している
という限界を持っていたと言わざるをえない。
さて、この限界を補おうとするのが、脳死問

題を観察者の視点から検討する第二の分類であ
る。これは、当事者としてではなく観察者の視
点から、必ずしも一つの立場に固執することな
く、複数の立場を特定の基準によって比較考量
することを目指している。つまり、より抽象的
に検討することによって、具体的な検討からは
得られなかった合意の可能性を引き出そうとし
ている。

l.4.先行研究からの要請
このﾎ勝島の成果は、複数の立場を制度とい

う共通の基準から比較考量していることにあろ
う。しかし、現在の日本における脳死問題の混
迷には、法律的承認に関する賛否の大きな隔た
りがあるため、容易な合意は期待できない。そ
こで、制度の改革に加えて、脳死問題を特殊と
見倣さずに他の諸対立や諸社会問題との共通点
を括り出すことで、共通の解決策を模索する必
要があろう。
つまり、当事者視点からの検討や制度に着目
した検討よりも更に抽象的に、竝工Q_[通式｣

ることで、他の諸対立との共通点を耐

意の可能件を探るべきことが、先行研究から要
諸されていよう。こうした形式的な検討は、こ
れまで生命倫理学や保健医療社会学では重視さ
れてこなかった方針でもある。
さて、この形式への着目は、一見するととて
も遠回りなように見える。しかし、こうした検
討を通して初めて、従来の当事者の視点に徹し
た研究や制度の比較研究からは得ることの出来
なかった、脳死問題の対立の原因に関する一つ
の命題が得られることを以下で示していきた
い。もちろん、我々の検討は先行研究を排除す
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るものではなく、むしろ脳死問題を相互補完的
に解消していくことになろう。

って形式的に表現する手続きである。具体的に
は、様々な現象を、数理的な概念へと対応させ
ることになる。直観的に言えば、フオーマライ
ズとは数理的な概念へと現象を流し込むことと
言えよう。
さて、我々は、社会的選択という概念を最も

明瞭にフォーマライズしている点から、厚生経
済学に発する数理的社会理論である「社会的選
択理論」を、本稿で依拠する理論としたい。こ
の社会的選択理論の代表的な成果が、社会的選
択の困難を数理的に証明することにあった点か
らも、我々の問題にとっては恰好の理論的武器
となろう。

1.5．本稿の問題
では、脳死問題を形式的に扱うには、どのよ
うな概念化が適当であろうか。ここで、脳死問
題を「社会的選択」における困難として概念化
することを提案したい。つまり、まず、「社会
的選択」とは、諸個人の様々な考え方を、強制
的にせよ自発的にせよ何らかの仕方で社会的に
集約したものとしよう。すると、「合意」とは、
社会的選択のうち望ましいものであろう。また、
｢対立」とは社会的選択が不可能ではないが少
なくとも困難であることと概念化できよう。と

§２研究対象：脳死問題とはすると、 の仙究共
い寸英ス

§２では、§１で設定した問題を検討する準
備の第一として、研究対象である脳死問題とは
どのような社会現象なのかを検討していく。以
下では、2.1.で医学的現象である脳死を、次に
2.2.で社会的現象としての脳死問題を、2.3.で脳
死問題と密接に関連する臓器移植を確認する。
更に、2.4.で日本の現状を検討していきたい｡

【問題】脳死問題を社会的選択の困難とし
て概念化することで、脳死問題における対
立の原因を確定することを、本稿での問題
とする。

なお、合意という望ましい社会的選択を求め
る我々の問題設定は、迂遠ながらも望ましい社
会とはどのようなものか、どうしたら到達でき
るのか、という問いにも広くは支えられている。

2.1．医学的現象としての脳死
ところで、最初に 学的現象である 皿は一と社会的現象である：馴死間は独ずて

l . 6 .方法
それでは、この我々の問題を検討するのに、
どのような方法が適当であろうか。ここでは、
形式を一義的に表現して問題の本質を発見する
ことが相対的に容易である点から、数理的方法
を用いることにしたい。数理的方法の要諦は、
形式を数式へと再構成する「フォーマライズ」
という手続きにある。フォーマライズとは、あ
る自然現象なり社会現象なりを、主に数式によ

よいが明確Ｉ区別されるべきつの現象である
ことを確認したい。なぜなら、医学的な脳死と
は、死に関する医学的定義であり、人の死をど
う定義するのかという社会的選択としての死の
定義とは独立に、医学的知識のみから定義され
る。しかも、対立は殆どなく、世界的にほぼ合
意に達している。他方で、我々の関心の的であ
る社会的な脳死問題とは、人の死の定義という
社会的選択を巡る対立であるので、医学的な脳
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死を参考にしつつも独立であるからである。
さて、脳死問題のきっかけとなった医学的現

象としての脳死は、大脳及び脳幹からなる全脳
の「脳機能の不可逆的な停止」と定義される点
で、医学上の対立はほぼない(')([Walker,
1985=87:2章］より)。なお、従来から社会
的にも医学的にも死と見倣されてきた「三徴候
死」の要件とは、呼吸停止・心停止・瞳孔散大
がこの順で全て揃うことであった。

移植への要請と密接に関連していた。そもそも、
臓器移植とは、機能が損なわれた臓器を、他人
からの臓器によって代替する医療技術である。
初の移植は、腎臓が36年、肝臓が63年、心臓が
67年である。これが現在では、最も盛んな米で、
腎臓移植が年間に１万例、心臓が2500程度であ
り、日本では腎臓が500例程度、心臓は68年に
１例あるのみである。
さて、こうした臓器移植は、初めは生体から

の臓器を用いていたが、後にレスピレーター
(人工呼吸器）の登場に伴って、より生着率が高
い脳死者からの臓器移植(以下｢脳死移植」と略
称する）が可能となった｡特に､心臓移植は脳死
者から摘出したもの以外では生着しないので、
取り分け安定的な脳死移植が要請されてきた。
こうした安定的脳死移植への要請を法的に支

援することを目指す立場から、日本では94年に
臓器移植法案が国会に提出された。９７年１月現
在、国会の厚生委員会で継続審査されている。
この法案は、「死体（脳死体を含む｡)」（[法
案：第六条]）という表現によって、脳死を死
と見倣すことを含んでいるため、成立すれば日
本で初の法律的承認となる(4)。そのため、現
在の脳死問題において、脳死を死とすることに
積極的な立場と消極的な立場の間で最も対立の
焦点となっている。

2.2．社会的現象としての脳死問題
さて、こうした50年代に登場した医学的現象

としての脳死(2)は、その後に社会的現象とし
て、まず68年以降に医学的に承認され、続いて
70年に法律的に承認されるようになった（[唄、
1989]より)。
まず68年に、現場での混乱を避けることを目

的としてハーバード大学で初の医学的承認であ
る「脳死判定基準」が設けられた。ここで言う
医学的承認とは、三徴候死に加えて脳死を人の
死として、医学界における死の判定基準という
表現を採ることで、医学界が承認することを指
す。先進国では独・英・ポーランド・韓国など
が、現在でもこの水準に留まっている。
続いて、７０年には米カンザス州で世界初の法

律的承認である「脳死法」が制定された。この
法律的承認とは、死の定義を医学界のみならず
社会全体で行って、社会全体で三徴候死に加え
て脳死を人の死と承認することであり、法律と
いう表現を採る。米・カナダ・仏・北欧諸国な
どが該当する。なお、この法律的承認は、必ず
医学的承認が既に成立していることを前提とし
ている(3)o

2.4．日本の現状
では、社会的現象としての脳死問題が、現在

の日本ではどのような状況に置かれているので
あろうか。そのために、日本での経緯を振り返
ると、７４年に日本初の医学的承認となる脳波学
会の判定基準が成立した。これを補充する形で、
厚生省の研究班が、６つの判定項目からなるい
わゆる「竹内基準」を85年に制定して、公的な
支援を与えた。更にこの竹内基準を、８８年に日

2.3．臓器移植と臓器移植法案とは
ところで、既に見たように、脳死問題は臓器
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ある社会的選択の方式からの合意の可能性を確
定することを、目的としている。
第二に、この理論の成果を確認しよう。社会
的選択理論は、51年にアロウによって創始され
て以来、社会的選択に関する多くの成果を蓄積
してきた。例えば、民主主義的な社会的選択の
方式が存在しないことを証明した「民主主義の
パラドクス定理」([Arrow,1951])や、これを
発展させて自由主義的な社会的選択の方式の不
可能性を証明した「リベラルパラドクス定理」
([Sen,1970])がある。

本医師会が［日本医師会生命倫理懇談会、1988]
で、９２年に臨時調査会が答申で追認した。
ただし、医学的承認のうち判定基準は成立し
ているが、独や英で成立している「死の定義を
医学界の専権事項とする」という法律的な授権
や、脳死を死とする法律的承認は、日本では成
立していないため、脳死移植を安定的に行うこ
とができないのが現状である。実際、心臓移植
を求める場合、外国まで足を運ぶことを余儀な
くされている。

の現状は：曲死の鵬学的承認は威結局、
ているが安泰的ナ：曲死移植の実現は宝だ立

3.2．枠組み
さて、以下ではこの社会的選択理論の成果の

うち、形式的な諸概念と定理を参照することに
したい。そのために、ここで社会的選択理論が
採用している枠組みを確認していこう
([Craven,1992:ch.1]、［鈴村、1982:3章、
[奥野；鈴村、１９８８：３６章]、［金井、l994:2
章］を参照した)。社会的選択理論では、社会
的選択関数の性能確定を行うために、
(l)社会Ｎに含まれる諸個人l,2 ,…,nENと
いう「選択主体」が、社会状態集合X=Ix,y,
Z,…｝という「選択対象」について持ってい‘る、
選好順序Ｒなり効用関数uなり権利域Ｄなりの
｢情報的基礎」から、
(2)社会的決定なり社会的順序なりの社会的選
択を行う方式である「選択方式」を想定して、
これに「評価基準」として望ましいいくつかの
条件を課して、その方式の可能性を探る、
という枠組みが用いられている。

であるし、また脳死の法律的承認についてはﾇ、
立中であると言えよう。

§３理論：社会的選択理論とは

§３では、脳死問題の対立の原因を社会的選
択に着目して検討する、という我々の問題に取
りかかる準備の第二として、我々が援用する社
会的選択理論とはどのような理論であるのかを
参照していきたい。以下では、3.l.で社会的選
択理論の目的と成果を確認してから、3.2.と3.3.
で社会的選択理論の諸概念を、3.4.で定理を参
照していこう。

3. l .目的と成果
まず、社会的選択理論とはどのような理論で

あるのかを知るために、この理論の目的とこれ
までの成果を確認したい。
第一に、社会的選択理論の目的とは、プロフ
ァイルと呼ばれる個人的選択の組から、社会的
選択を指定する関数への関数である「社会的選
択ルール」に、望ましいいくつかの条件を課す
ことによって、社会的選択ルールの性能確定を
行なうことであった。直観的に言い換えれば、

3.3．社会的選択理論の主要概念
次に、この枠組みに沿って、概念に定義を与
えていこう。
まずは、選択方式として、ここでは社会的選
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ある個人的選好順序における社会状態ペ
アが、社会的選好順序でも保障されて下位
の社会状態が社会的決定集合に入らない場
合、そうしたペアの集合を個人iの「権利
域」Diと呼ぶ。その元を「権利」(x,y)EDi
と呼び、xDiyと表現する。

択された社会状態の集合である「社会的決定集
合」とそうでないものへと弁別する「社会的決
定関数」を定義しておきたい。この社会的決定
関数をプロファイルに対して指定する関数を、
｢社会的決定ルール」と呼ぶ。これは、もっと
も緩い選択ルールである。
【定義】社会的決定集合
社会状態集合Ｘから、その部分集合へと

限定された社会状態の集合を「社会的決定
集合」C(X)(CX)と呼ぶ。
【定義】社会的決定関数
社会状態集合Ｘに、その非空の部分集合
を指定する関数を「社会的決定関数」Ｃと
呼ぶ。
【定義】社会的決定ルール
各プロファイルaEAに、社会的決定関

数Caを指定する関数を「社会的決定ルー
ル」と呼ぶ。

次に、評価基準として、ここでは自由な意
志・全員一致・個人的権利を尊重する次の３条
件を定義しておきたい。この３つの望ましい条
件を同時に満足するような選択方式を、「リベ
ラルな選択方式」と呼ぼう。

【条件】定義域の無制約性
社会的決定ルールの定義域となる、ｎ組
の個人的選好順序の個々は、あらゆる順序
をとる。
【条件】パレート原理
ある社会状態ペアが、全員一致で強選好
されるのであれば、社会的にもその強選好
を尊重して、下位の社会状態を社会的決定
集合に入れない。
【条件】権利保障
権利を持つ個人が、少なくとも２人存在

する。
【定義】権利域

3.4．センのリベラルパラドクス定理
さて、こうした概念を用いた社会的選択理論

の成果を一つ参照しておこう。ここでは、リベ
ラルな選択方式では社会的決定ルールが存在し
ないため、社会的決定が必然的に不可能である
ことを証明したセンの定理を参照したい。つま
り、単独では望ましい諸条件から、結果として
は望ましくないルールが構成されるのである
(この定理の厳密な含意は［鈴村、1981:６章］
が、直観的な含意は［佐伯、1980:IV章］が詳
しい)。
【定理】センのリベラルパラドクス([Sen,
1970]、証明も）
定義域の無制約性・パレート原理・権利

保障の３条件を同時に満足する社会的決定
ルールは存在しない。ただし、#X≧３，
#N≧２とする。

§４考察：脳死問題のフオーマライ
ズ

§４では、ここまでの準備を踏まえて、いよ
いよ脳死問題に我々なりの検討を加えることに
したい。以下では、4.l.で方針を定めてから、
4.2.～4.8.で社会的選択理論の枠組みに沿ったフ
ォーマライズを行っていく。なお、フォーマラ
イズとは数理的方法のいわば要であるので、こ
の節はやや丁寧に検討していきたい。
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4 . l . 方針
では、脳死問題を社会的選択理論へとフォー

マライズしていくには、何をどのように対応付
けしていくべきであろうか。一見すると、対立
の本質は、推進言説と慎重言説が持っている価
値の対立にあるかのように見えよう。つまり、
各々の選好順序を支えている価値を、選好順序
の選好順序としてフォーマライズすることが有
効そうである。
ここでは、そのための準備として、まず最も

基本的な情報的基礎である各個人の選好順序を
探ることにしたい。すると、価値の対立を検討
するまでもなく、選好順序のみからでも、ある
合意の不可能性が横たわっていることが明らか
になるはずである。

を社会的に定義することと、従来通りの三徴候
死によって定義することであるかのように見え
る。しかし、現実には、脳死の医学的承認でも
法律的承認でも、殆どが脳死と三徴候死の両方
を死と見倣す「多元説」に立っている(5)。こ
のことを考盧すれば、死の定義を選択対象と見
倣すことはできない。
かといって、対立の焦点が、脳死を死である
と明記する法律的承認への賛否を巡るものであ
る、つまり現状と法律的承認という２つの承認
水準を巡るものである、と単純に見倣すと、こ
れも問題を見誤ることになろう。なぜなら、脳
死問題の対立とは、法律的承認と現状という２
つの選択肢からの、単なる二者択一ではなく、
これに脳死移植の実現というもう一つの選択肢
が加わった社会的選択であるからである。
というのは、既に2.4.で確認した通り、現状

では医学的承認は成立しているが、安定的な脳
死移植は実現していないし、法律的承認も実現
していない。しかも、脳死問題への人々の立場
は多様であるが、脳死移植を実現させたいとい
う一点においては、法律的承認への積極的立場
も消極的立場も選ぶ所がないからである。しか
も、実はこの点が脳死問題の合意を困難にして
いることが、以下で形式的に検討することから
明らかになるであろう。
そこで、ここでは脳死問題におけるの選択対

象としての選択肢は、脳死と三徴候死という２
つの死の定義ではなく、また法律的承認と現状
という２つの承認水準でもなく、現状と法律的
承認と更に安定的な脳死移植の実現という３つ
の社会状態であると考えたい。従って、選択対
象としての社会状態集合は、x:脳死を人の死
とすることの法律的承認;y:安定的な脳死移
植の実現;z:医学的承認が成立している現状、
とすると、

4.2．選択主体としての個人
さて、現在対立の焦点となっているのが法律

的承認を認めるのか否かであることから、脳死
問題における選択主体としての個人とは、法律
的承認に積極的な立場と消極的な立場であると
見徹すべきであろう。本稿では言語による表現
である言説に注目して、前者を「推進言説」と、
後者を「慎重言説」と呼ぶことにしたい。
そこで、脳死問題の選択に関わる選択主体と
は推進言説と慎重言説であり、かつこれらのみ
であるとフォーマライズできよう。つまり、
l:推進言説;2:慎重言説、とすると、

N={1,2}
とフォーマライズできる。

4.3．選択対象としての社会状態集合
では、推進言説と慎重言説の間で、何が選択

対象としての社会状態集合となっているのであ
ろうか。
一見すると、選択肢は、脳死によって人の死
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まず、脳死を人の死とすることに反対する慎
重言説においては、脳死移植と現状という他の
２つの社会状態に対して、法律的承認はどのよ
うに順序付けされているのであろうか。慎重言
説にとっては、「｢脳死』を死とすることにいか
なる論理的根拠も見い出し難」（[答申:IV二])
いにも関わらず、法案が「脳死を人の死と受け
入れない人にも、脳死を死として強制している」
（[黒須、1994:p.18])点を批判する。また、
｢法律で脳死体は死体だと規定したら、このよ
うな温かい扱いはどうなるのでございましょう
か」（[原、1995:p.l])と、末期医療の軽視を
も危倶する。こうした根拠から、「脳死を人間
の死として立法化することは社会にとって危険
である」（[生命倫理研究会、1991:付記①])
ので、次のように法案を強く嫌悪することは当
然であろう。

「まちがっても臓器移植のために脳死を死
と認めるような法をつくるべきではないの
である｡」（[梅原、1990→92:p.235])
ここから、慎重言説においては法律的承認が

現状よりも低く選好されていることは明らかで
ある。つまり、ZPa2Xである。従って、慎重言
説の選好順序においては、4.4.も踏まえれば、
法律的承認よりも現状が、現状よりも脳死移植
の実現が望まれているため、

yPa2ZPa2X
となることが明らかになった。
ところで、慎重言説においても脳死移植を実

現することには賛成しているため、法律的承認
の代替として、「法案では死の定義を明示する
のではなく、（中略）違法性阻却を可能にする
ような道が開かれないものかと私は希望してい
ます｡」（[澤田、1995:p.8])と、違法性の阻
却が提案されている。つまり、脳死体からの臓
器移植は、特別の事情として、刑法上も違法と

X={x,y,z}
となる。

4.4．脳死移植への選好順序
さて、こうした３つの社会状態を巡って、各

個人がどのような選好順序を持っているのか
を、続いてフォーマライズしていくべきであろ
う(6)。なお便宜上、ここで設定するプロファ
イルをａと呼ぼう。
まず、脳死移植が実現した社会状態と現状と

を比較すると、各言説ではどのように順序付け
されているのであろうか。このペアに関しては、
実は両者に食い違いはない。分裂した答申でも、
推進言説である多数意見においては次のように
主張されている。

「移植を必要とする人々が一人でも多く救
済される方途を講じて行くことが今後のあ
るべき基本的な方向である｡」（[答申：Ⅱ
一]）

対立する慎重言説である少数意見において
も、次のように同様に脳死移植への賛同が表明
されている。
「『脳死」を死と認めることには賛成できな
いものの、移植医療に何らかの道を開くこ
とに決して反対ではない｡」（[答申:IV五])

従って、推進言説と慎重言説において、脳死
移植の実現した場合が、一致して現状よりも強
選好されていることが明瞭に読み取れよう。つ
まり、

(yPa,z)A(yPa2z)
となる。

4.5．法律的承認への慎重言説の選好順序
しかし、対立の焦点となっている法律的承認

という社会状態については、当然のことながら
選好順序が異なっている。
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推定されないような立法が目指されている点に
注意したい。 4.7．選択方式

更に続いて、脳死問題で採用されている選択
方式をフォーマライズしていきたい。
ここでは、選択方式として、選択された社会

状態集合とされなかった集合とを弁別するだけ
という、社会的選択関数としては最も緩い指定
しかしない「社会的決定関数」を、当てはめた
い。その根拠は、現在の脳死問題が社会的選択
の困難という対立に陥っていることの原因を求
めている我々にとっては、こうした最も緩い社
会的選択の可能性を最初に検討してみる必要が
あるからである。

4.6．法律的承認への推進言説の選好順序
次に、推進言説を検討しよう。推進言説にお
いて、法案とは「法案を早急に考え合って、ぜ
ひとも日本で臓器移植ができるよう」（[高森、
1995:p.9])というレシピエントの悲願が込め
られたものである。そこで、慎重言説が提案す
る違法性阻却説には、「脳死の場合ならばなぜ
臓器を摘出してよいのかということを説明して
いる考え方とはならない」（[斉藤、1995:p.14])
し、かつ本来平等であるべき「二つの生命の間
に価値の差を認める」（[答申: I四(3) ] )た
め、「この法律なしに脳死体からの臓器移植を
行うことは、極めて困難というよりも不可能に
近い」（[川島、1995:p.10])と反駁する。こ
うした根拠から、
「なんらかの形で立法を進めることが望ま
しいことはたしかである｡」（[日本医師会
生命倫理懇談会、1988:七(1)])

と、推進言説においては法律的承認が脳死移植
の実現よりも強選好されていることを確認でき
る。つまり、xPalyとなる。従って、推進言説
の選好順序は、現状よりも脳死移植の実現を、
そのためには法律的承認を、強選好しているの
である。つまり、

xPa,yPa,z
となることが分かった。

4.8．評価基準
では、この社会的決定関数は、どのような評

価基準を満たすべきであろうか。ここで想起し
たいのが、意志の自由・全員一致の尊重・権利
の尊重を要請する選択方式のリベラルさという
評価基準である。
まず、答申の末尾において、議論の進め方に

ついて次のように述べられている。
「本調査会のメンバーの間には当初より
種々の意見、見解が存在した。（中略）事
柄の性格上、当然のことと受け止め、むし
ろ健全な姿とも考えた｡」（[答申：おわり
に]）

こうして、定義域の無制約性条件が要請する
意志の自由は認められていたし、その結果プロ
ファイルaが成立したと言えよう。
また、次のような「特別な配盧」（[答申：お

わりに]）が払われた。
「少数意見に対しては、調査会としての意
見である多数意見とは異なるものの、とく
に第IV章を設けて、そこにその内容を述べ
る機会を与えることとした｡」（[答申：お

吉局プロファイルａとは、次の別以上より、
(ここで「＞」好順序の組を二る -とになる

は強選好を表す)。

推進言説法律的承認＞脳死移植＞現状。
慎重言説脳死移植＞現状＞法律的承認。
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次に、慎重言説の権利域については、慎重言
説では法律的承認を現状よりも低く位置づけら
れていた。そこで、慎重言説には「現状＞法律
的承認」という強選好に権利域が付与されてい
ると仮定することができよう。つまり、

zD2x
である。

わりに]）
このことは、答申での選択方式に権利の尊重
という権利保障条件が認められていたことを示
唆する。
更に続けて、次のように明瞭に全員一致を尊

重している。
「本答申の趣旨を一言にして尽くすならば、
（中略）脳死体からの臓器移植に関しては、
（中略）委員全員がその意義を認め、行う
ことに積極的であった｡」（[答申：おわり
に]）

従って、パレート原理条件が要請する全員一
致の尊重も採用されていることが確認できよ
う。
以上より、少なくとも答申ではリベラルな選

択方式が採られたと言えるので、その後に広く
日本社会の全体においても、リベラルな選択方
式が採用されてきたと推測することが可能であ
ろう。

§５結論：リベラルパラドクスとし
ての脳死問題

§５では、§４で行ったフォーマライズを踏
まえて、脳死問題に関する従来看過されてきた
見方を結論として提出したい。以下では、5.l.
で脳死問題の形式に関する命題を得る。ここか
ら、5.2.で我々の問題への結論を与える。更に
5.3.で脳死問題への知見を、5.4.で実践的な含意
を検討していきたい。

5 . l . 命題
さて、フォーマライズを経ることで、脳死問

題の対立の原因を確定するという我々の問題を
検討するための準備が整った。社会的選択にお
ける困難として脳死問題の対立を捉えた時、そ
の対立の原因はどこにあるのであろうか。
一見すると、推進言説と慎重言説の対立の焦

点は、法律的承認の是非を巡って、つまり法律
的承認と現状の間の対立を巡ってなされている
ように見える。この解釈は、推進言説と慎重言
説の選好順序がこの２つの社会状態に関して逆
となっている、つまり、(XPalZ)八(zPa2x)とフ
ォーマライズできたことからも誤りではない。
しかし、社会的選択理論は、脳死問題の対立

がこの社会状態ペアの間の対立よりも極めて根
深い、形式的な合意の不可能性を伴っているこ
とを示唆する。なぜなら、§４での我々のフォ

4.9．権利域
急いで付け加えると、権利保障条件を選択方

式に課すのであれば、どの社会状態ペアが誰の
権利であるのかという、権利域のフオーマライ
ズを行う必要がある。ここでは、現在の脳死問
題で対立の焦点となっているのは法律的承認で
あることから、権利域が存在するのならば、権
利域として法律的承認を含むペアを社会が保障
していると仮定すべきであろう。
まず、推進言説の基本的な立場として、脳死

移植の実現より法律的承認を強選好していた点
から、推進言説には「法律的承認＞脳死移植の
実現」という強選好に権利域が付与されている
と仮定できよう。つまり、

xDly
となる。
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-マライズが、§３で参照したリベラルパラド

クス定理と結びつくことによって、直ちに次の
命題が成り立つからである。

ラルパラドクスへとフォーマライズできたこと
から、現時点での脳死問題には合意を必然的に
不可能とする形式が潜在している、と現実的に
解釈できるはずである。このことから直ちに、

【命題】リベラルパラドクスとしての脳死
問題
パレート原理・権利保障・プロファイル

aの３条件を同時に満足する社会的決定関
数は存在しない。ただし、このプロファイ
ルaとは、(xPa,yPa,z)八(yPa2ZPa2X)という
選好順序の組を与える。

塵々が'ﾉてた問題へのノ：ょ結口命を得る ことが
できよう。

【結論】脳死問題においては、合意の必然
的な不可能性と解釈できる形式であるリベ
ラルパラドクスとして再構成できること
が、対立の原因の一つである。

【証明】プロフアイルがａであり、N={1,２}、
X={x,y,z}とする。また、xDly,zD2xとする。
この時、

xDly,．..y&Ca(X);
zD2x,．..xECa(X);

ViEN,yPaiz,...ｚ革Ｃａ(Ｘ)。
...Ca(X)=＃。

従って、プロファイルａに対応する社会的決
定関数は存在しない。 【証明終】

こうして、現在の脳死問題がなぜ社会的選択
として困難であるのか、その不可視の形式を社
会的選択理論によって照射することができたよ
うである。もちろん、対立の原因はこの再構成
のみではないが、少なくともこの形式的な不可
能性が従来は看過されてきたことを重視した
いｏ

5.3．脳死問題への知見
ところで、脳死問題での合意が形式的に不可

能性であるという我々の否定的な結論は、合意
の可能性を探りたいという我々の研究関心と、
どのように擦り合わせることができるのであろ
うか。
このことを明らかにするために、我々の結論

が脳死問題に関してどのような知見を付け加え
ることになるのかを考えたい。我々は、観察者
視点から形式的に検討してきたことで、
(l)現在の当事者の意志を形式的に比較考量し
てみると、脳死問題の対立はリベラルパラドク
スに陥っているため、現時点での合意を必然的
に不可能とする不可視の形式が潜在しているこ
と、
(2)この時、選択対象が脳死か三徴候死かとい

つまり、 悩死問題はリベラルパラドクスと
て再構成でき昼のである。直観的には、脳死問
題の現時点でのプロファイルから、リベラルな
選択方式で社会的決定を行おうとしても、社会
的順序が循環するため社会的決定集合か存在し
ないので、社会的決定が必然的に不可能である
ことを命題は意味している(7)。

5.2．結論
では、この否定的な命題は、現実的にはどの
ような含意を持つと解釈できるのであろうか。
ここで、フォーマライズとは反対の方向へと、
つまり現実の脳死問題へと我々の命題を解釈し
直してみよう。我々の命題は、脳死問題がリベ
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う二者択一ではなく、法律的承認か否かという
二者択一でもなく、現状と脳死移植の実現と法
律的承認という３つの社会状態を巡る対立であ
ること、
の２点を明らかにしてきた。
こうした知見は、リベラルパラドクスという

形式を共有する他の社会現象と比較すること
で、共通の解決を見いだす可能性を示唆する点
において、従来の脳死問題研究を補うことがで
きよう。

問題での合意の可能性を探ることであった。こ
れをより限定して、社会的選択の困難として形
式的に概念化した上で、脳死問題の対立の原因
を確定することを本稿での問題とした(91)。
(2)この問題に答えるために、我々は脳死問題
を、推進言説と慎重言説における主張をもとに
して、リベラルな選択方式での社会的決定とし
てフォーマライズした（§４）。
(3)その結果、脳死問題における対立の原因の
一つは、リベラルパラドクスとして再構成でき
る点にあることを結論した。更に、この結論は
現時点での合意が不可能であると解釈できるの
で、早急な合意には慎重であるべきことを提案
した（§５)。

5.4．実践的含意
では、こうした知見を踏まえる時、我々はど

のような合意の可能性を期待できるのであろう
か。
まず、リベラルな選択方式を採用しつつ、現

在のプロファイルに変化がないのであれば、社
会的選択は論理的に不可能なはずなので、早急
な合意には慎重になるべきであろう(8)。もし
諸条件に変化がないのに合意が成立したとすれ
ば、それは仮象であるくと規範的に判断するこ
とも可能となろう。
とはいえ、脳死問題における合意は早急に成

立することが望ましい。そこで、我々の命題に
おける諸条件が、時間と共に変化して合意が成
立することを、実践的には目指すべきであろう。
急がば回れ、という格言が、現在の脳死問題に
はことさら要請されているように思う。

6.2．課題
こうした結論は、我々の研究関心からすれば

明瞭に解決ではなく、むしろ解決への準備とし
て問題の所在を明らかにすることになった。そ
こで、ここでは最優先すべき課題を挙げて、も
って今後への方針としたい。
(1)まず、脳死問題における必然的な不可能性
を挟りだした当の社会的選択理論によって、合
意の可能性への条件を探究すべきであろう。既
に、社会的選択理論におけるリベラルパラドク
ス定理への諸解決案から、情報的基礎を個人的
な倫理的価値判断によって抑制するべきことが
明らかにされてきた（[鈴村、1982:6章］よ
り）。このことは、価値を単に変化するものと
捉えるだけではなく、価値の発生論と呼ぶべき
研究を進めることの必要性を示唆していよう。
(2)また、フォーマライズの過程で施した諸仮
定が、十分に妥当であるかも再検討を要しよう。
特に、権利域の割り当てには慎重な検討が必要
であろう。
(3)また、リベラルパラドクスという合意の形

§ ６ 課 題

６．l.まとめ
ここまでの我々の推論の骨格を振り返ってお

こう。
(1)本稿での我々の研究関心は、脳死を人の死
として法律的に承認するか否かを巡った、脳死
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いる形式的な選好順序のみに着目したい。なお、

以下では、個人的及び社会的選好順序は強選好の
みを持つことと、全ての社会状態ペアに判断を与
える連結性を満たすことを仮定しておこう。

(7)ここで、定理と命題の関係は次となっている。リ
ベラルパラドクス定理が示しているのは、どんな

場合でもリベラルな選択方式からは社会的選択が

不可能である、というプロファイルに関する一般
的かつ規範的な不可能性であった。他方、我々の

命題の主眼は、現実の特定のプロファイルａが、
定理において社会的決定ルールを構成できなくさ
せる当のプロファイルであることを示すことにあ
った。

(8)こうした法律的承認に慎重であるべきである、と
いう我々の実践的提言は、［蛎島、1991]らの社会

学的な慎重言説と、結果的には軌を一にしている。
(9)こうした総論で一致・各論で不一致、という共通
の問題の形式を持つものとしては、例えば次のも
のがあろう。結婚を前提としている未婚のカップ
ルが、x :未婚という現状;y :結婚;z :出産と育

児、という３つの社会状態を巡る社会的決定に直
面していると想定しよう。ここ・で、一人は結婚し
て育児をすることを望むが、もう一人は育児をす
る位であれば未婚を選ぶ場合は、リベラルパラド
クスとなっている。同様に、環境問題において、
x :現状;y :環境改善;z :規制強化、を巡る対立

や、国際紛争において、x :紛争;y :和平 ; z :和
平における強者による弱者の差別的扱い、を巡る
対立も、脳死問題と問題の形式を共有していよう。

式的な不可能性へと、脳死問題以外の社会現象
をフォーマライズすることで、共通の問題の形
式における共通の解決(9)を検討すべきであろ
う。
(4)もちろん、我々の形式的な検討から得られ
た結論を、脳死問題の先行研究における蓄積と
擦り合わせることも不可欠であろう。
本稿の成果は、こうした今後の研究の如何に

かかっているとも言えよう。

註
(1)ただし、医学的な脳死の定義には、全脳死か脳幹
死か、また機能死か器質死かを巡る対立がなお存

在する。
(2)補足すると、l950年代に登場したレスピレーター
は、脳死の直後に呼吸停止した者を人工的に強制

呼吸させる。これによって、心停止と瞳孔散大を
遅らせる結果三徴候死を延長させることが可能と
なって、医学的現象としての脳死が出現した。な
お、脳死で死ぬ場合の比率は全死亡者の約１％に

過ぎない。また、大脳のみ機能停止しつつ脳幹は
機能している「植物状態」とは明確に区別されて
いる。また、三徴候死の後には、二次性脳病変と

呼ばれる脳死が訪れるが、脳死問題で俎上に登る
脳死とは、脳死後に三徴候死が成立する場合であ
る一次性脳病変のみを指している。

(3)なお、更にもう一つの承認の水準として、医学的
承認も、従って法律的承認も成立していない場合
がある。レスピレーターが普及していない途上国
に多い。

(4)なお、日本における死の一般的な法律は、三徴候
死を死とする1946年の厚生省令のみである。

(5)ただし、英やスウェーデンでは排他的に脳死のみ
を死とする一元説に立つ。

(6)ただし、ここでは選好順序の根拠の妥当性を検討
するのではなく、あくまで結果として表象されて

＊本稿は、［小林、1995]、［小林、1996a]、［小林、
1996b]の内容を基にしています。なお論文執筆に
あたって、永田えり子氏、野上裕生氏、桜井芳生
氏から特に丁寧な助言を頂きました。また、本稿
は文部省科学研究費の助成を受けています。
＊＊本稿の掲載決定後の97年６月に、修正された［法
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案］が国会で成立した。このことは本稿での推論
に本質的な影響を持たないと思われるが、詳しい

検討は別稿に譲りたい。
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